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金融庁の設立経緯

金融行政の移り変わり

平成10年6月

平成12年7月

平成4年7月
まで

平成 4年7月

平成10年6月

平成13年1月

民間金融機関等に対する検査・監督及び証券取引等の監視を担う行政機関として金融監督庁が設立（総理府の
外局）され、同年12月には金融再生委員会が設立されたことに伴い、同委員会の下に置かれる組織となりました。 
        
金融再生委員会の下に、金融監督庁を改組して金融庁が設置されました。これに伴い、これまで大蔵省
が担ってきた金融制度の企画立案に関する事務も併せて担うこととなりました。 

中央省庁の再編により、内閣府の外局となり、また、金融再生委員会の廃止に伴い、金融機関の破綻
処理等の事務を引き継ぐこととなりました。
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（注）金融機関の破綻処理制度及び金融危機管理に関する企画・立案等を共管
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金融庁の施策
　金融の規制・監督には、「金融システムの安定」、「利用者の保護・利用者利便の向上」、「公正・透明な市場の確立」
という３つの大きな政策目的があります。
　これらの政策目的は、本質的には変わることなく以前から世界の多くの国の当局によって共有されていますが、
他方で金融の技術の革新やグローバル化をはじめとして金融をめぐる状況は刻々と変化しています。
　こうした動きに金融の規制・監督の手法を適応させ、その質的向上を図ることが、金融庁にとって大きな政策課題
となっています。

安定的で活力ある金融システムの構築と効率的で公正な金融市場の整備
　企画市場局では、主に金融関連の法令や制度に関する企画・立案業務を担当しています。
　具体的には、銀行法や金融商品取引法といった金融関連の法令の制定・改廃を通して、金融機関等
が守るべきルールを定めるとともに、国民の皆さんが安心して資産運用することができ、企業が円滑に
資金調達できるよう、安定的で活力ある金融システムの構築と効率的で公正な金融市場の整備を行っ
ています。
　法令や制度の企画・立案にあたっては、近年のデジタライゼーションの進展等による金融サービスや
金融機関のあり方の変化に対応していくことが重要であり、金融審議会やパブリック・コメント等を通じ
て、金融機関や利用者をはじめとする幅広いステークホルダーからの意見を取り入れ、フォワードルッ
キングに金融制度のグランドデザインを策定しています。
　また、コーポレートガバナンス改革や公認会計士・監査法人等の監督業務、有価証券報告書等の開
示書類の審査・処分に関する業務、金融商品取引所の監督業務等も担当しています。
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　総合政策局の機能は、以下の３つに大別されます。

金融庁の司令塔
　金融行政の戦略的な立案、庁内の各部局間の連絡調整等の金融庁全体に関わる事項の総合調整機能
を果たしています。金融庁の PDCAサイクルに基づく業務運営の観点から、前事務年度における金融行
政の実績と今事務年度の金融行政の方針を一体的に取りまとめ、公表しているほか、金融行政の質を
不断に向上させるため、「金融庁の改革」にも取り組んでいます。

金融外交の要として
　金融分野における国際的な協調を深めるべく、国際的な金融規制に関する議論に貢献しているほか、
海外当局とのネットワーク・協力の強化に取り組んでいます。

金融システムに潜むリスクを見極める
　金融システム全体のリスクの状況や安定性等について、検査に加え、データの整備や分析を通じ
モニタリングを行っています。また、マネー・ローンダリング対策、サイバーセキュリティの確保といっ
た金融機関に共通する課題について横断的にモニタリングを行っています。更に、暗号資産交換業者や
資金移動業者といったフィンテック事業者等に対して、モニタリング及び監督業務を行っています。
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